
社会福祉連携推進法人制度等について

（令和６年度社会福祉法人指導監査説明会、研修会 資料）

島根県健康福祉部地域福祉課

福祉基盤・指導監査スタッフ

資料２
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社会福祉連携推進法人の設立状況について

令和６年３月26日現在、認定があった社会福祉連携推進法人は21法人（※）。

法人名
（丸数字は設立順）
1.認定所轄庁
2.認定年月日

③日の出医療福祉グループ
1.兵庫県 2.令和４年８月１日

⑪きょうと福祉キャリアサポート
1.京都府 2.令和５年２月28日

①リガーレ
1.京都府 2.令和４年５月10日 ⑫さくらグループ

1.埼玉県 2.令和５年３月27日

⑭ 乳幼児教育ユニティ
1.新潟県 2.令和５年４月３日

⑬幸輪ホールディングス
1.福岡県筑後市 2.令和５年４月１日

⑮ジョイント＆リップル
1.熊本県熊本市 2.令和５年５月９日

⑱秋田圏域社会福祉連携推進会
1.秋田県 2.令和５年８月２日

⑨園経営支援協会
1.東京都 2.令和５年１月30日

⑦青海波グループ
1.東京都 2.令和４年12月８日

⑤一五戸共栄会
1.東京都 2.令和４年11月４日

④光る福祉
1.千葉県 2.令和４年10月13日

⑧黎明
1.岐阜県 2.令和５年１月27日

⑯共創福祉ひだ
1.岐阜県飛騨市 2.令和５年６月29日

②リゾムウェル
1.大阪府 2.令和４年６月17日

⑥あたらしい保育イニシアチブ
1.和歌山県 2.令和４年11月11日

⑩福岡親和会
1.福岡県 2.令和５年２月３日

⑰みらいグループ
1.福岡県 2.令和５年７月11日

⑳キッズファースト
1.千葉県千葉市 2.令和５年10月1日

⑲となりの
1.愛知県 2.令和５年９月19日

㉑大和会
1.東京都 2.令和６年３月26日

（※）令和６年３月26日認定の法人について、令和６年４月24日に報告があり追加。
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【社会福祉連携推進法人関連情報１】
社会福祉連携推進法人の制度概要、設立状況等は次の厚生労働省HPを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html

○前ページまでの本研修資料の出典（上記厚生労働省ＨＰより)

【連携推進法人制度関係】

・社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会(令和３年12月21日)資料の

[資料１][資料２][資料３]より抜粋

・社会福祉連携推進法人一覧（令和６年３月２６日現在)
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〔社会福祉連携推進協議会について〕
・社会福祉連携推進法人制度を含む社会福祉法人の連携方策について、社会福祉連携推進法人の
経営者や設立予定者等の関係者による協議を行い、制度のメリットの共有及び制度の普及を図
るとともに、今後の制度の展開に資することを目的

・令和５年２月９日に協議会が開催され、厚生労働省のHPに議事概要等公開

○協議会概要（開催要綱より）

■協議事項

・社会福祉連携推進法人制度の推進

・小規模法人のネットワーク化による協働推進事業の推進について 等

■構成員及び参加者 [資料１][資料２]より抜粋

協議会の構成員は社会福祉連携推進法人及びその認定所轄庁とし、関係団体等をオブザーバーとする。

なお、社会福祉連携推進法人の設立予定者等の関係者の参加を可能とする。

○令和４年度協議会(R5.2.9) 動画等

令和４年度協議会の、５名の実践者によるプレゼン映像及び８名のパネルディスカッションの議事概要が

下記の厚生労働省HPに公開されていますので、参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31924.html
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【社会福祉連携推進法人関連情報２】

・社会福祉連携推進法人、小規模法人のネットワーク化による協働推進事業事例集
(2023年度版)

・社会福祉連携推進法人認定申請マニュアル(2023年度版)

［下記 PwC コンサルティング合同会社HPに掲載］

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/social-welfare2024.html

※令和６年４月19日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡により情報提供

・令和５年度社会福祉推進事業 社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に関する調査研究事業

（PwC コンサルティング合同会社）において、社会福祉連携推進法人や法人間連携プラット

フォームを検討している法人等に向けて上記の事例集及び認定申請マニュアルを作成し、

ホームページに掲載

・リンク先には、同社が実施した令和５年度社会福祉推進事業が掲載されており、本調査研究

の事例集・マニュアルについては、上から３つめの事業に掲載
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※社会福祉連携推進法人認定についてのお願い

１．社会福祉連携推進法人の設立については、まず、一般社団法人を
設立し、その後に、社会福祉連携法人の認定所轄庁に社会福祉連携
推進認定を申請することになります。

２．認定にあたっては認定基準に適合する必要がありますので、設立
を検討されている段階で、早めに認定所轄庁にご相談ください。
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